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午前１０時００分 開議   

○議長（舩見亮悦君） 出席議員は定足数に

達しておりますので、３日目の本会議を開き

ます。 

 本日の議事は、お手元に配付しております

議事日程第３号をもって進めます。 

───────────────── 

  ◎日程第１ 市政に対する一般質問 

○議長（舩見亮悦君） 日程第１ 昨日に引

き続き、市政に対する一般質問を行います。 

 １０番春日洋子議員の登壇を願います。 

○１０番（春日洋子君） おはようございま

す。１０番公明党の春日洋子でございます。

通告に従い質問してまいります。 

 はじめに、健康問題の１点目、風疹対策に

ついてお伺いします。 

 国立感染症研究所のまとめによると、こと

しに入ってからの風疹の累積患者数は、全国

で９,４０８人となり、２,３９２人であった

昨年１年間の約４倍となったことがわかりま

した。 

 感染のピークは初夏が多いと言われ、医療

関係者は警戒を強めており、厚生労働省は、

流行地域が移ってきている可能性もあり、注

意が必要、昨年は６月以降にピークが来てお

り、ことしもさらに感染が拡大するおそれは

否定できないとしています。 

 今、このような風疹流行を最大の脅威と感

じているのは妊婦さんです。それは、風疹に

対する免疫が不十分な２０週程度までの妊娠

初期の女性が風疹にかかると、おなかの中の

赤ちゃんが風疹ウイルスに感染して、先天性

風疹症候群が起こる可能性があるからです。 

 同症候群は、白内障、緑内障、心疾患、難

聴のほか、精神や運動機能の発達のおくれな

どが子供に起きる場合もあると言われており

ますが、このことは妊婦さんの体で風疹ウイ

ルスがふえる時期と、胎児の目や耳など、器

官を形成する時期が関係しており、医師によ

ると、先天性風疹症候群は、母体が感染した

ときに妊娠１カ月だと発生率が５割以上であ

り、妊娠４カ月でも８％ほどになるとの調査

結果もあるそうです。 

 かつて大流行した２００３年から２００４

年では、例年ゼロから１人だった先天性風疹

症候群が１０人報告されていますが、流行拡

大が続いている昨年１０月以降では５人、こ

としに入ってからは、既に３人報告されてい

る現状であり、妊婦さんへの感染が懸念され

ています。 

 また、妊婦さんのみならず、人ごとと思わ

ず、万全の備えが大切であると、風疹患者急

増を受け、予防接種の公費助成に乗り出す自

治体も出てきております。 

 患者数が最も多い東京都や神奈川県横浜

市、川崎市、相模原市などの政令指定都市な

どが既に接種費用の一部を助成する制度に取

り組んでおり、県衛生課によると、本県にお

いては、むつ市をはじめとする６市町村が公

費助成を実施、１５市町村が検討中であると

のことですが、新聞報道によりますと、妊娠

前の女性や妊婦さんの家族に対し、ワクチン

の全額助成を実施しているむつ市では、受け

付けを始めた５月１３日からわずか２週間

で、対象者の半数近くから申し込みがあった

とのことであり、担当者は、風疹流行に対

し、危機感のあらわれと見ています。 

 本市においても、安心して子供を産める環

境づくりは喫緊の課題であり、風疹の抗体が

ない、より多くの市民がワクチン接種を受け

られるよう体制を整えることが必要であると

思いますが、公費助成についてはどのように

考えているのか、お伺いします。 

 次に、２点目、子宮頸がん予防ワクチンの

周知についてお伺いします。 

 ４月９日は、４と９の語呂合わせで、子宮

頸がんを予防する日「子宮の日」として、若

い女性にふえている子宮頸がんの正しい知識

や予防の大切さを知ってもらうため、専門医

や市民団体などが中心となって、全国で啓発

イベントが行われました。 

 日本では、年間１万５,０００人前後の女性

が子宮頸がんを発症し、約３,５００人が亡く

なっています。 
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 原因は、ほぼ１００％がヒトパピローマウ

イルスへの感染ですが、この感染を防ぐ方法

にワクチン接種があります。 

 これまで、国の暫定的な予算措置によって

ワクチンが接種されてきましたが、４月１日

から施行された改正予防接種法で、子宮頸が

ん予防ワクチンなどが新たに定期接種化され

ました。費用は、半年間に３回接種すると約

５万円かかりますが、この金額の９割を国が

負担し、万が一、重い副作用が起きた場合に

は、手厚い補償が受けられることになってい

ます。 

 そんな中、２０１１年に、この予防ワクチ

ンを接種した女子中学生が体のしびれなどを

訴えた事例が、マスメディアに取り上げられ

ました。この事例は、２０１１年１１月中旬

に、予防ワクチンの２回目の接種を受けた１

４歳の女子中学生が、左腕に腫れや痛み、し

びれが出るなどして、歩くのが困難になった

というものです。 

 日本産婦人科医会は、女子中学生の事例は

複合性局所疼痛症候群が疑われていると報告

しており、さらに、この複合性局所疼痛症候

群は、ワクチンの成分によって起こるもので

はなく、外傷、骨折、注射針などの刺激が

きっかけになって発症すると考えられている

と述べています。 

 日本においては、現在、子宮頸がん予防ワ

クチン接種後の複合性局所疼痛症候群は３例

報告されているとのことですが、子宮頸がん

予防ワクチンの累積接種回数は８２８万回と

推計されていることから、同医会は、極めて

まれであるとコメントし、厚生労働省におい

ても、注射針を刺すことが影響している可能

性があり、安全性に重大な懸念はなく、特段

の措置は必要ないとの見解を示しています

が、こうしたワクチンの副作用の報道のみが

先行してしまうと、不安をあおることになり

かねないことから、国においても国民の不安

を取り除くために、わかりやすい情報を一段

と発信してもらいたいと願うものです。 

 そこで、いま一度、対象者や保護者の方々

を中心に、ワクチンの正しい理解と、安心を

していただくことが大事と思いますことか

ら、子宮頸がん予防ワクチンに関する情報提

供について、その対応をお伺いします。 

 次に、福祉問題の障害者優先調達推進法の

制定に基づいての調達方針についてお伺いし

ます。 

 本年４月より、障害者優先調達推進法がス

タートし、障害者の雇用機会が広がると期待

されています。 

 この法案は、国と独立行政法人等に対し

て、障害者が就労施設でつくった製品の納入

や清掃などの業務委託を優先的に義務づける

とともに、地方公共団体に対しても、障害者

施設の受注機会の増大を図るよう努めること

を求めております。 

 これまで、国などが商品の購入や業務委託

をする際は、競争入札による契約が原則に

なっており、民間企業に比べ競争力の弱い障

害者就労施設が契約するのは難しいのが実情

でした。 

 また、施設や自宅で働く障害者がふえる一

方で、景気の低迷により、民間企業からの仕

事の依頼は減少しており、さらには、障害者

施設への発注が不安定のため、国からの安定

した仕事を求める声が高まっておりました。 

 現在、日本においての障害者は、総数約７

４４万人ですが、このうち雇用施策の対象者

は約３２２万人となっています。一般企業の

就労者は約３７万人にとどまっており、福祉

的就労も二十数万人というのが実態です。 

 また、一般就労が困難な障害者の就労環境

は、自立というにはほど遠く、就労継続支援

Ｂ型・非雇用型の平均賃金を見ると、１人当

たり月額１万３,５８６円と低いものです。こ

の工賃アップや就労機会の拡大には、景気の

動向にかかわらず、仕事を確保することが鍵

でした。 

 こうした状況を踏まえ、障害者の就労機会

を増加させ、自立を促進することを目的とし

て、この法案が制定されております。 

 今後は、国の基本方針を受け、自治体にお
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いては、障害者就労施設等の受注機会の増大

を図るための必要な措置を講ずるとの努力義

務が課せられております。 

 具体的には、実効性を高めるために、物品

の調達目標を定めた調達方針を策定する。そ

の調達方針に即して調達を実施する。さらに

は、調達実績を取りまとめて公表するという

ことが求められています。 

 このように、障害者の方々の自立、就労支

援の観点から、各自治体においては、今後ま

すます障害者就労施設等への受注機会を図る

積極的な取り組みが望まれておりますが、本

市では、調達方針をどのようにつくり、取り

組んでいくのか、お伺いします。 

 最後に、教育問題のがん教育についてお伺

いします。 

 国民の２人に１人が罹患し、今や日本最大

の国民病とも言われるがん、がん医療の進歩

により、がんは不治の病から治る病気になっ

てきました。日本のがん患者全体の５年相対

生存率、治療でどのくらい生命を救えるかを

示す指標は５７％と年々上昇しており、がん

の種類によっては９割近い生存率がありま

す。 

 その一方で、先進国の中でがんがふえてい

るのは日本だけであり、１９８１年より、日

本人の死亡原因の第１位を維持しておりま

す。 

 このような中、昨年６月に新たに策定した

がん対策推進基本計画に、がん教育の推進が

盛り込まれたこともあり、全国的に、がんの

予防、治療の正しい知識を子供たちに教える

取り組みが広がりつつあると言われていま

す。 

 病気の予防、治療に関する学習を通じて、

生命の大切さを教え、生きる力を学んでもら

おうと、府内の全中学校でがん教育を実施し

ている京都府では、命の大切さや、がんにつ

いての理解を説いていくとともに、大切な人

をがんで亡くさないためにとのテーマで、考

える時間を設けることを特徴的に取り組んで

います。 

 ここでは、子供たちに、両親や祖父母な

ど、大切な人の命と真っ正面から向き合い、

自分に何ができるかを考え、発表させていま

す。用紙に書き込む生徒たちの姿は真剣その

もの。定期的に検診を受けてもらう、生活習

慣を改善させる、きょう習ったことを大切な

人に伝えるなど、さまざまな提案が発表され

ていたそうです。 

 また、こうしたがん教育を受講して、子供

たちの意識はどう変化したのでしょうか。ア

ンケート結果によると、生徒のがんに対する

イメージは、トップの怖い病気が、受講後は

約半数に減少する一方、早期に発見すれば治

る病気、予防ができる病気、生活習慣が一つ

の原因として考えられる病気などが、それぞ

れ大幅に増加し、正しい理解が進んでいるこ

とが証明されました。 

 さらに、最初は、がんは怖い病気、死ん

じゃう病気と思っていましたが、早期発見で

治せると知り、安心しました。家に帰った

ら、お父さん、お母さんに検診を勧めたいと

の反応を受け、子供たちはきちんと理解し、

親に逆教育してくれるほどで、親の世代が

ちょうどがんを発症しやすい年齢層にあるこ

とを考えると、その世代の検診率アップにも

つながることへの波及効果にも期待が寄せら

れています。 

 そこで、がんという病気、がん予防論を教

えるだけではなく、がんを通じて命の大切さ

を教える、がん教育は重要と考えますことか

ら、本市の取り組みについてお伺いします。 

 以上で、私の質問を終わります。御答弁を

よろしくお願いいたします。 

○議長（舩見亮悦君） ただいまの１０番春

日洋子議員の質問に対する当局の答弁を求め

ます。 

 市長。 

○市長（種市一正君） おはようございま

す。 

 ただいま春日議員御質問の健康問題につい

ての第１点目、風疹対策については私から、

その他につきましては教育部長及び健康福祉
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部長からお答えをさせますので、御了承願い

たいと存じます。 

 昨年の春ごろから、大都市部を中心に風疹

の患者数が急増し、現在も流行が続いており

ます。これまでは、子供がよくかかる病気と

考えられておりましたが、最近では、免疫を

持っていない２０代から４０代の男性や女性

を中心に患者数がふえております。 

 免疫を持っていない女性が妊娠の初期に風

疹に感染すると、白内障、先天性心疾患、難

聴などの症状がある、いわゆる先天性風疹症

候群の子供が生まれる可能性が高まると言わ

れております。 

 そのため、風疹の流行を防止するには、予

防接種により免疫を持つことが必要とされて

いることから、妊娠を予定されている女性や

妊婦のパートナーなど、身近にいる人が風疹

を発症しないよう予防接種を受けることが重

要であると認識しております。 

 青森県内の近年の風疹発生は、年間２名程

度ですが、ことしは、５月下旬までに５名と

なっておりまして、流行している状況ではあ

りませんが、今後の拡大が懸念されておりま

すことから、三沢市といたしましても、妊婦

さんが安心して子供を産める環境づくりを推

進するために、予防接種費用の助成を実施す

る方向で、現在、検討を行っているところで

あります。 

 また、対象者につきましては、現在、罹患

している年代を中心に実施していきたいと考

えてございます。 

 私からは、以上でございます。 

○議長（舩見亮悦君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（小泉富男君） 健康問題の

第２点目、子宮頸がん予防ワクチンの周知に

ついての御質問にお答えいたします。 

 先般、子宮頸がんワクチンの接種後に発熱

や湿疹などの副反応が生じた事例が、平成２

５年３月末までで全国で１,９６８件に上り、

そのうち全身の痛みなどで重篤とされる方は

１０６件で、ワクチン接種との因果関係があ

るとの報告は６７件だったと報道されており

ます。 

 当市では、平成２３年度から平成２４年度

まで、任意接種として、中学１年生から高校

１年生に相当する年齢の女子に子宮頸がん予

防ワクチンの接種を実施しております。 

 対象者全員に予防接種のお知らせ、予診票

３回分、予防接種の効果、副反応、接種に当

たっての注意点や接種後の注意などが記載さ

れた詳しい説明文書を同封し、個別通知を実

施しております。 

 接種を希望される方は、その説明文書をよ

く読んで、接種するか否かを決めていただ

き、また、どのワクチンを接種するかなど、

医師とよく相談し、保護者の同意を確認し、

署名した上で接種できるようにしておりま

す。 

 予防接種は、感染症を防ぐために重要なも

のですが、極めてまれに健康被害の発生が見

られます。国におきましては、万が一、予防

接種による健康被害が発生した場合に対応す

るため、予防接種後健康被害救済制度を設け

ているとともに、平成２５年４月１日、改正

予防接種法の施行により、副反応の監視体制

や健康被害への対策を強化しております。 

 御質問の市民に対する情報の周知につきま

しては、三沢市は、特に予防接種の副反応、

接種に当たっての注意点や接種後の注意な

ど、予防接種全般に関する正しい情報の提供

を行ってきましたが、今後におきましても、

個別通知のほか、ホームページや広報等にも

掲載し、市民の皆さんが情報をもとに、よく

理解した上で、予防接種を受けることができ

るよう、今まで以上に周知に努めていきたい

と考えております。 

 健康問題については、以上でございます。 

 続きまして、福祉問題についてお答えいた

します。 

 障害のある人が自立した生活を送るために

は、就労によって経済的な基盤を確立するこ

とが重要であり、そのためには、障害者が就

労する施設等での仕事を確保し、その経営基

盤を強化することが必要であります。 
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 このたび制定された国等による障害者就労

施設等からの物品等の調達の推進等に関する

法律、いわゆる障害者優先調達推進法は、障

害者雇用を支援するための仕組みの一つとし

て、国や地方自治体が障害者就労施設等から

率先して物品等の調達を推進することを目的

に、必要な措置を講じることが規定されてお

ります。 

 その中で、地方自治体の取り組みとして

は、毎年度、当該年度の予算及び事業の予定

などを勘案して、障害者就労施設等からの物

品等の調達の推進を図るための方針を作成し

なければならないことが示されております。 

 その方針の中には、市町村の区域の障害者

就労施設等における障害者の就労実態に応じ

て、当該年度に調達を推進する物品や、その

調達の目標について定めなければならないこ

と。さらには、調達方針に基づき、当該年度

における物品等の調達を行い、年度の終了後

に調達実績の概要を取りまとめ、公表するこ

とも規定されております。 

 現在、当市におきましては、調達方針の作

成に向け、市内の障害者就労施設等の就労実

態と、施設からの調達可能な物品等の把握に

努め、その状況がまとまり次第、市役所内の

全ての部署にこれらの情報を周知し、障害者

就労施設等への物品等の発注の可能性を検討

するよう努めていきたいと考えております。 

 なお、調達方針の主要部分であります、調

達の目標額の設定につきましては、今年度は

既に予算が執行されておりますことから、具

体的な金額は設定せず、現状予算で対応可能

な額としたいと考えております。 

 また、平成２６年度以降の目標額の設定に

つきましては、各部署が予算編成作業に着手

する段階で、障害者就労施設等に依頼可能な

物品等の発注について検討するよう努めるこ

ととし、現状に即した目標額の設定をしたい

と考えております。 

 障害者の自立と社会参加の促進は、大変重

要な課題と考えており、今後におきまして

は、当該法律の趣旨に基づいた施策の円滑な

運営に努め、働く意欲や能力がある障害者の

就労支援について取り組んでいきたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○議長（舩見亮悦君） 教育長。 

○教育長（吉田 健君） 教育問題、がん教

育についてお答えいたします。 

 がんに関する授業は、小学校では６年生の

体育の時間に、中学校では保健体育の時間に

行われています。 

 その学習内容は、小学校では病気の予防の

単元で、がんを含めた病気の発生要因や予防

の方法を理解させることを、中学校では健康

な生活と疾病の予防の単元で、がんを含めた

疾病を予防するための適切な対策について理

解させることをねらいとして、授業が行われ

ています。 

 また、授業以外では、がんの要因となる喫

煙や飲酒を含めた薬物乱用防止教室や、喫煙

の害について、保健師や薬剤師等の講師を招

き、子供と保護者が一緒になって学ぶ機会を

設けております。 

 しかし、現在、市内の小中学校の授業等に

おいては、がんに特定した形で学習する機会

がほとんどないのが現状であります。 

 その要因として考えられるのは、現在の学

習指導要領に基づく教科書では、直接がんに

特定した単元がないことから、他の疾病とと

もに扱うことが多いことや、保健体育の時間

だけでは十分な指導時間の確保が難しいこと

が挙げられます。 

 また、がんについての指導に精通した教師

がいないことも、要因の一つとして考えられ

ます。 

 教育委員会といたしましては、各学校で、

がんについての正しい知識や予防等の学習を

推進するため、保健体育などの時間だけでな

く、道徳の時間や児童・生徒会の活動及びＰ

ＴＡなどの活動で取り上げてもらうなど、学

校・家庭・地域が連携して取り組むよう、各

学校に働きかけていきたいと思います。 

 そして、市内の子供たちが、自分の健康は
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自分で管理していく、このような意識を持た

せ、さらに、自他の命を大切する意識を高め

ていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（舩見亮悦君） 春日議員。 

○１０番（春日洋子君） 前向きな御答弁を

いただき、ありがとうございます。 

 通告順に再質問させていただきます。 

 風疹対策、先ほど市長より、実施する方向

で検討をという旨の御答弁がございました。

具体的に準備として、何月ごろから実施でき

る見込みであるかということが、この場でお

話しできればお聞きしたいと思います。 

 そのわけとしましては、個人で接種を、み

ずから接種する方もおいでになるかと思いま

すけれども、市として公費助成がスタートす

る、その以前にみずからワクチンを接種した

方、助成の対象期間は、いつまでさかのぼっ

てと考えていらっしゃるのか、お聞きできれ

ばと思います。 

 また、対象者の人数を、三沢市としてはど

の程度と見込んでいるのかということも、わ

かればお聞きしたいというふうに思っており

ます。 

 子宮頸がん予防ワクチンの周知について、

本当に担当課の方々、業務多忙の中、本当に

きめ細やかに個別通知するなど、対応してい

ただいたことを、本当に改めてありがたく

思っております。ホームページや広報等に掲

載も、また、重ねてしていただけるというこ

とで、多くの方が正しく理解をし、進んでワ

クチン接種に行っていただければと思いま

す。 

 ３番目の障害者の優先調達推進法でありま

すけれども、健康福祉部長から、これからの

取り組み等を御答弁いただきましたけれど

も、障害者の関係団体の方にとっては大変な

朗報であり、期待が大きいと思います。４月

からの法案の制定ですので、いよいよという

ところだと、スタートラインに立った、ます

ますということだと思いますけれども、さま

ざまな手だて、私は、就労施設に通える、そ

ういう授産施設等へ通所できる方は、何かし

らまた希望が見出せるかと思うのですけれど

も、就労できる障害であるけれども、定員

オーバーであったり、やむなく在宅で過ごさ

ざるを得ない方がいらっしゃると思うので

す。在宅の障害者の方への手だてというの

も、何かしら推進していけるものがあるか、

お考えがあるかということをお聞きさせてい

ただきたいと思います。 

 がん教育について、教育長から御答弁いた

だきました。 

 私もこれまで、さまざま、がんを含めた、

主たるのは健康教育という中での、がんのそ

ういう取り組みもあったかと思いますけれど

も、教育長が先ほど答弁の中で、がん教育を

主にできない幾つか要因があるのですけれど

も、精通した教師が少ない、いないという。

なかなか現場では対応が大変だということと

受けとめましたけれども。 

 実は、教育委員会でも把握していらっしゃ

るかと思いますけれども、先駆的にがん教育

に取り組んでいる自治体も実はございまし

て、一つには、東京大学医学部の附属病院、

緩和ケア診療部長の中川恵一准教授がいらっ

しゃいます。全国から要請がありますと、各

地に赴いて授業を行う際に、ＤＶＤの「がん

ちゃんの冒険」というタイトルだそうですけ

れども、これを教材に取り入れているという

ようなことでした。 

 この「がんちゃんの冒険」というＤＶＤ

は、内容は、肉食、そして酒好きで愛煙家の

４８歳の男性が、検診でがんが見つかり、治

療していく、１７話の短編の内容になってい

るそうなのです。 

 この内容は、がんができる原因や仕組み、

また、がん大国日本の実態、定期検診、予防

接種、放射線治療や緩和ケアなどの基礎知識

を習得できる内容になっておりまして、何と

いっても魅力的なのは、無料でいただけると

いうことなのです。それは、公益財団法人日

本対がん協会がこのＤＶＤを作製しておりま

して、要請がありますと、協会では無償で配
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付しているそうです。この活用もいかがかと

いうふうに思っております。 

 このＤＶＤを活用して、既に取り組んでお

りますのは、大阪府の枚方市であります。授

業を本当に効果的に進めているという記事が

ございました。 

 また、もう一方で、ＤＶＤとまた違う取り

組みですけれども、全中学校で実施している

京都府なのですけれども、がん経験者を市と

して、教育委員会なりでメッセンジャーに任

命をさせていただく。そして、医師や看護師

とともに、直接学校現場に赴いて、生徒に語

りかけるがん教育授業を実施しているとい

う、それは京都府の取り組みでありましたけ

れども、こういうことを参考にしながら、先

進事例を参考にしていただきながら、本市と

して何が可能か、できるものがないかという

ことも、また検討していただきたいなという

ふうに思っています。この点について、お伺

いさせていただきます。 

 以上です。 

○議長（舩見亮悦君） 答弁願います。 

 市長。 

○市長（種市一正君） 再質問の風疹の助成

について、三沢市ではいつやるのかと、こう

いう質問にお答えをいたしたいと思います。

あとの具体的なことについては、部長からお

答えをさせます。 

 三沢市では、１０月１日を実施予定とし

て、９月の補正で予算を計上したいと、この

ように考えております。 

 以上であります。 

○議長（舩見亮悦君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（小泉富男君） 接種の対象

者数についてと、既に接種された方の処遇に

ついてお答えいたします。 

 接種の対象は、２０歳から４０歳の男女と

予定しております。対象人数は９,１２２人と

見込んでおります。これは、一回に来られて

も、ちょっと予算的に大変なものですから、

年間の接種者は大体５％ぐらいかなと見込ん

でおります。 

 それから、既に接種された方の処遇につい

てですが、できれば４月１日にさかのぼって

実施していきたいと、そのように検討したい

と思います。 

 それから、福祉問題の再質問ですが、在宅

障害者についてでございます。 

 今の推進法の中で、対象となる障害者就労

施設等の中には、在宅障害者についても入っ

てございますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 以上でございます。 

○議長（舩見亮悦君） 教育長。 

○教育長（吉田 健君） 再質問にお答えし

ます。 

 がん教育の推進として、授業においては、

例えば、先ほど議員さんお話しの副教材とし

て、市内全小中学校に日本対がん協会から配

付されている、がんの知識を教える、中学生

用ＤＶＤ等の活用及び特別活動においては、

ゲストティーチャーとして保健師、薬剤師の

ほかに、がん専門医を招いた、親と子の健康

教室の実施等を今後計画してまいりたいと考

えています。 

 また、教師のがんに対する教育指導の資質

向上としては、県総合学校教育センターの教

職員研修講座、保健及び健康教育のほかに、

医療関係機関から、がん教育に関する研修等

の案内がありましたら、積極的に各学校に研

修依頼をしていきたいと考えています。 

 以上でございます。 

○議長（舩見亮悦君） 以上で、１０番春日

洋子議員の質問を終わります。 

 それでは、一般質問を次に移ります。 

 ２番髙橋武志議員の登壇を願います。 

○２番（髙橋武志君） ２番、市民クラブ髙

橋武志でございます。通告に従いまして、一

般質問を２件させていただきます。 

 まず、１件目の質問は、高速交通問題につ

いてお伺いいたします。 

 これまでにも、定例会において、何回か三

沢空港についての関連質問をさせていただき

ましたが、きょうも三沢空港関連の質問をさ
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せていただきます。 

 県南地域のみならず、北東北の空の玄関口

として、三沢空港は重要な役割を担っており

ます。運休していた三沢－大阪線が、ことし

３月３１日から再開し、また、７月からは三

沢－札幌丘珠線が新規就航と、さらに、三沢

－函館経由札幌丘珠線も、この８月から新た

に就航予定になりました。東京線、１日３往

復のみの発着だった三沢空港は、ここに来

て、１日６往復に路線が充実されます。 

 これも路線開設への条件整備を国などに働

きかけてきた種市三沢市長を先頭に、県や周

辺市町村で構成する三沢空港振興会など、関

係団体と、また、経済団体などの関係者が一

丸となっての、高速交通体系の一翼を担う航

空路線の充実の願いと、関係者のこれまでの

努力が実を結んだものと理解しております。 

 最近の新聞紙面には、三沢空港に関する記

事が、日々、多岐にわたり掲載され、その中

で、この５月２４日の新聞の記事で、三沢空

港振興会２０１３年度の事業計画として、大

阪・札幌線の就航対応に、また、利用率の向

上に、２次交通充実などの事業が盛り込まれ

たと報じられました。 

 また、５月３１日の日本経済新聞の地域経

済版には、札幌市はいち早く、この６月から

３カ月間、丘珠空港から札幌中心までの連絡

バスを１日７往復程度走らせ、７月から北海

道エアシステム（ＨＡＣ（ハック））が丘珠

－三沢線を開設するに当たり、中心部へのア

クセスする場合の利便性を高め、ハックの利

用を促すねらいもあると報じていました。 

 さらに、一般質問の通告最終日、６月３日

以降の６月６日の各新聞記事で、三沢－札幌

丘珠函館経由便も、この８月から新たに就航

させる方針を北海道エアシステムが固めたと

も報じられました。 

 この通告後の動きは、きょうの一般質問の

要旨の方向性に関するところでもあります

が、三沢空港の民間航空定期便が複数路線に

なることは、いずれにしても歓迎すべきこと

であります。 

 大阪路線が就航以来、さまざまな就航再開

を記念したツアーなども企画されておりま

す。これまでの三沢－大阪伊丹線の搭乗率

は、４月が５１.６％で、５月が７０.０％で

あったと聞いております。万が一にも各路線

で利用率が低迷した場合、最悪、再度運休に

至るおそれも懸念されるところでもありま

す。 

 交通のインフラの弱体化は、企業誘致や観

光誘客の障害となり、地域経済の将来を左右

しかねない課題だと思います。三沢空港の利

便性が低下すれば、その影響が三沢市のみな

らず、八戸市や十和田市、下北半島と、各地

域に与える影響が大きいものと思われます。 

 このことからも、多くの人に利用していた

だける施策がさらに必要と思いますが、今回

の大阪線再開と、また、札幌丘珠線、函館経

由札幌丘珠の新規就航という絶好の機会を

チャンスと捉え、さらなる三沢市の発展につ

なげていただき、今後における三沢空港の利

便性向上と、利用促進対策に積極的に取り組

むべきと考えます。 

 そこで、次の２点についてお伺いいたしま

す。 

 １点目、現状では、三沢空港までのアクセ

ス手段としては自家用車や空港連絡バスであ

り、航空機利用を促す上では、アクセス手段

の充実による利便性の向上が必要であると思

います。今後の具体的な取り組みはどのよう

に計画されているのか、お伺いいたします。 

 ２点目、札幌丘珠線就航予定の機材は、３

６席と座席数が少なく、採算ベースを考える

と、高い利用率が必要であると思います。 

 また、当該路線に三沢空港発着の他の路線

の維持・存続に向けた対策など、今後におけ

る具体的な取り組みはどのように計画されて

いるのか、お伺いいたします。 

 ２件目の質問は、自主防災組織についてお

伺いいたします。 

 市民が、みずからの地域はみずから守ると

いう考えに立ち、自主的に結成し、防災活動

を行う任意団体、自主防災組織が、災害時に
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警察や消防ではカバーし切れない地域の要援

護者の所在など、地域の情報網を生かし、避

難誘導や避難所の運営などに当たる防災組織

であります。 

 平成７年、１９９５年１月１７日に発生し

た阪神・淡路大震災の経験から、防災活動の

重要性、ともに助け合う共助の必要性につい

て、認識が全国的に高まりました。 

 ２０１１年の東日本大震災後、県内におい

ても防災活動の重要性が高まり、自主防災組

織は、災害前の２０１０年と、今年、２０１

３年４月１日、同時期で比べて１０.９％ふ

え、３９.４％の状況で、組織率は向上してい

るとはいえ、全国的には低い状況にありま

す。 

 県内の２０１２年の組織率は３３.４％で、

全国ワースト２位でありました。県防災消防

課が東日本大震災の発生後、組織率が高まる

よう、市町村や地域団体・組織に設立を要請

しています。 

 三沢市においても、総務課防災管理室は、

東日本大震災を受け、三沢市の防災力の強化

を図るため設置されておりますが、自主防災

組織の立ち上げを町内会、自治会などにもお

願いし、組織設立に向けての要請を行って、

組織率の向上を図っております。 

 これまでにも幾度も大きな災害がありまし

たが、阪神・淡路大震災の経験からも、防災

活動の重要性、必要性についての認識が全国

的に高まり、また、２００４年の新潟・福島

豪雨などで多くの高齢者が犠牲になったこと

をきっかけに、その翌年、２００５年に国が

つくった災害時要援護者の避難支援ガイドラ

インで、災害時要援護者名簿の作成を全市町

村に求めましたが、昨年時点で名簿があった

のは、全市町村の６４.１％だったと報告され

ております。 

 東日本大震災の被災地は、障害者の名簿を

活用した地域に比べ、名簿の作成がなく、ま

た、名簿があっても活用されず、救助がおく

れた地域では、障害者の死亡率が高い傾向に

あった。その経験を踏まえ、高齢者や障害者

が災害時に自力で避難するのが難しい要援護

者の名簿作成を市町村に義務づける災害対策

基本法改正案が検討されています。 

 この災害対策基本法では、自主防災組織の

充実を図り、市町村の有する全ての機能を十

分に発揮するように努めなければならないと

定めています。 

 また、自主防災組織の育成、ボランティア

による防災活動の環境の整備、その他自発的

な防災活動の促進をも求めております。 

 地域の防災力強化は、町内会、自主防災組

織などが、また、市民一人一人が危機管理意

識を共有することが重要だと思います。 

 そして、災害が起きてからの対策も大切で

すが、災害を最小限にとどめるための防災教

育、自主防災組織の育成など、市民全員が実

践的な訓練に参加し、事前に、災害時に警察

や消防ではカバーし切れない地域の要援護者

の所在など、地域の情報網を生かし、防災弱

者対策など、自主防災組織の活動はそこにあ

るものと思います。 

 そこで、地域自主防災組織について、次の

３点についてお伺いいたします。 

 １点目、自主防災組織の組織率の当市の現

状について。２点目、今国会に提出されてい

る災害対策基本法改正案による要援護者名簿

の共有について。３点目、自主防災組織に対

する支援状況と町内会未加入者への対応につ

いてお伺いいたします。 

 以上で、私の質問を終わります。御答弁を

よろしくお願いいたします。 

○議長（舩見亮悦君） ただいまの２番髙橋

武志議員の質問に対する当局の答弁を求めま

す。 

 市長。 

○市長（種市一正君） ただいま髙橋議員御

質問の高速交通問題についての第１点目、三

沢空港までのアクセス手段については私か

ら、その他につきましては副市長及び担当部

長からお答えをさせますので、御了承願いた

いと存じます。 

 現在、三沢空港における公共的な２次交通
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といたしましては、八戸市内と三沢駅及び三

沢空港を結ぶ連絡バスが東京線３便に接続し

て運行されているほか、むつ市のタクシー会

社による予約制の乗り合いタクシーが、む

つ、下北方面に運行されております。 

 伊丹線及び７月１日からの新規開設になる

札幌丘珠線に対しては、連絡バスの運行会社

である十和田観光電鉄株式会社では、当初、

需要、採算性に問題があるなどの理由により

まして、八戸方面への連絡バスの運行を見合

わせていたところでありますが、当市をはじ

め、関係団体からの要請を受け、大阪伊丹線

については６月１６日から、札幌丘珠線につ

いては７月１日から運行する予定であると聞

いております。 

 しかしながら、利用状況によっては、バス

の運行休止という可能性もあることから、空

港利用者の利便性確保を図るために、三沢空

港振興会を通じた実証運行事業として、一定

期間継続的な運行を支援することとし、所要

の補正予算案を今定例会において提案したと

ころであります。 

 また、三沢空港の利用促進については、本

年３月２８日に策定した上十三・十和田湖広

域定住自立圏共生ビジョンにも位置づけてお

りまして、個人観光客やビジネス利用客の確

保のためには、十和田方面への２次交通手段

も必要であるという考えから、十和田方面へ

は予約制の乗り合いタクシーの導入を今後検

討していきたいと考えております。 

 このことから、八戸方面への連絡バスと同

様に、三沢空港振興会を通じた実証運行事業

として、所要の補正予算案を今定例会に提案

したところであります。 

 市といたしましては、三沢空港における２

次交通手段の充実は、まさに空港利用者の利

便性を高めることから、関係機関と連携をし

ながら実施してまいりたいと、このように

思っております。 

 私からは、以上であります。 

○議長（舩見亮悦君） 副市長。 

○副市長（米田光一郎君） 高速交通問題の

２点目、三沢空港発着路線の維持・存続に向

けた今後の取り組みについてお答えいたしま

す。 

 三沢空港発着路線、とりわけ運休後再開と

なった大阪伊丹線、新規開設となる札幌丘珠

線及び函館線の維持・存続に向けては、地元

住民や企業等による利用促進はもとより、県

外観光客の誘致など、これまで以上に積極的

な利用促進のための取り組みが必要であると

考えております。 

 このため、関係市町村で構成する三沢空港

振興会における今年度の事業計画といたしま

しては、まず、三沢空港発着路線を利用した

旅行商品造成支援事業や、大阪線を利用する

地元個人客に対する利用助成交付事業を実施

することといたしております。 

 さらには、三沢空港振興会や三沢空港利用

促進期成会などの団体が企画・協力するキャ

ンペーンツアーに対しまして、支援を実施す

ることとし、去る５月３１日から６月２日に

は、三村知事も参加された青森県民の翼が三

沢－大阪伊丹線を利用し、実施されたところ

でございます。 

 また、新規路線のＰＲや観光客誘致を図る

ため、就航先空港や就航先都市におけるＰＲ

キャンペーンを実施することとし、来る６月

２２日及び２３日には、札幌市の大通公園で

開催される函館・東北チャリティープロモー

ション２０１３へ参加し、北海道エアシステ

ムによる三沢－札幌丘珠線及び函館線の就航

と、三沢市及び周辺地域の観光資源をＰＲす

ることといたしております。 

 また、各種媒体を活用した広報ＰＲ強化の

一環として、現在、八戸市内を運行する路線

バスでの車内広告放送を実施しているほか、

青森県内にはじめて就航となる北海道エアシ

ステムの広報・宣伝に対する支援を実施した

いと考えております。 

 さらには、先ほど市長の答弁でもございま

したが、三沢空港発着便に接続する２次交通

手段の確保により、空港利用者への利便性を

高めるため、三沢空港から八戸方面及び十和
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田方面への特急連絡バス及び乗り合いタク

シーの実証運行事業を実施したいと考えてお

ります。 

 市といたしましては、三沢空港発着路線の

維持・存続に向けては、関係機関と連絡しな

がら積極的な利用促進を図るとともに、これ

らの事業の実施に当たりましては、効果が最

大限に発揮されるよう創意工夫に努め、実施

してまいりたいと考えております。 

○議長（舩見亮悦君） 総務部長。 

○総務部長（佐々木卓也君） 自主防災組織

についてお答えいたします。 

 御質問の第１点目の自主防災組織の組織率

は、本年５月３１日現在で４４.０％となって

おります。組織率の計算に用いる数値は、町

内会加入世帯数ではなく、その地域に住む住

民基本台帳上の世帯数としております。 

 市といたしましては、自主防災組織は、そ

の地域に住む住民の自助・共助のための組織

と認識しております。 

 次に、御質問の第３点目、自主防災組織等

に対する支援の状況についてお答えいたしま

す。 

 まず、自主防災組織が結成されていない町

内会につきましては、自主防災組織結成に係

る依頼文を送付し、結成に必要な書類作成の

アドバイス等を行っております。 

 結成された自主防災組織に対しましては、

年に何度か開催されているリーダー研修会へ

の参加のあっせんや、防災訓練時に指導員を

派遣したり、要望により災害対応能力向上等

の研修を行っております。 

 また、町内会への未加入者につきまして

は、自主防災組織の意義や活動の内容を理解

していただき、防災訓練等に参加していただ

けるよう、町内会や自主防災組織と連携して

広報活動を行ってまいります。 

 以上でございます。 

○議長（舩見亮悦君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（小泉富男君） 自主防災組

織の御質問の第２点目、要援護者名簿の共有

についてお答えいたします。 

 現在、災害対策基本法改正案が今国会に提

出され、災害時における個人情報の共有化に

ついての明文化や関連する名簿作成の義務づ

けなどが審議されております。 

 改正案が成立した場合における要援護者名

簿の外部提供については、本人の同意を得た

上で町内会にも提出されることになります。 

 御質問の町内会に提出された要援護者名簿

に、町内会に加入していない方が入っていた

場合の扱いについてですが、市といたしまし

ては、町内会加入者、未加入者の隔たりなく

三沢市の住民として対応していかなければな

らないと考えております。 

 未加入者であっても御近所で支え合って、

地域で支え合っていただき、この機会に加入

促進を進めていただくなど、御協力をお願い

したいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（舩見亮悦君） 髙橋議員。 

○２番（髙橋武志君） それでは、自主防災

組織について、１点質問させていただきま

す。 

 種市市長をはじめ、執行部の御答弁、大変

ありがとうございました。 

 その前に、三沢空港の民間定期便が複数路

線に戻るということは、大変歓迎すべきこと

であると思います。復活した路線もありま

す。再び不採算路線とならないように、これ

からもいろいろな対策、利用促進策をとっ

て、利用率の向上を図っていただき、三沢市

の発展に、また、地域発展につなげていただ

きたいと、かように思っております。 

 それでは、自主防災組織について、１点お

伺いいたします。 

 自主防災組織は、多くの町内会、自治会な

どが一生懸命努力し、活動しております。安

心・安全な地域づくりというところに目を向

けて、共助の地域づくりを目指して頑張って

おります。 

 今、三沢市の組織率は４４.０％であると報

告がありましたが、町内会、自治会が組織設

立の主体でもあると思います。その中におい
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て、カバー人口、全世帯数が住民登録人数と

いう、先ほど総務部長のほうからありました

けれども、全世帯数が活動対象人数であるた

めに、町内会未加入者の情報が乏しいと、災

害弱者、要援護者の把握が町内会として多々

困難な面もあると思います。 

 自治体が作成した要援護者名簿を活動に共

有することが、今回の改正案の一つの目的で

もあると思いますが、今回の法律が施行され

る前から、個人情報とか情報管理、あるいは

災害弱者の把握の方法など、さまざまな課題

を克服し、災害対応、高齢化に向けた対応、

ひとり暮らし対応などの要援護者の名簿を共

有し、活動にも役立てている自治体も既にあ

ります。 

 三沢市においては、法律の施行にかかわら

ず、安心して暮らせる地域づくりに要援護者

の名簿を共有化する考えはあるのか、お伺い

いたします。 

○議長（舩見亮悦君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（小泉富男君） 再質問にお

答えいたします。 

 災害対策基本法の改正案が成立いたします

と、要援護者の名簿の作成が義務づけられま

す。そして、外部提供に当たっては、本人の

同意があるものについて提供することになり

ます。 

 この点については、市では、三沢市災害時

要援護者避難支援事業計画でございますが、

これによって既に実施済みでございます。本

人の同意を得たものについては、名簿を町内

会に配付しております。要援護者として、登

録している４７町内会長に手渡しで配付して

おります。当然個人情報ですので、厳重に注

意するようにということで、手渡しして配付

しております。 

 以上でございます。よろしくお願いしま

す。 

○議長（舩見亮悦君） 以上で、２番髙橋武

志議員の質問を終わります。 

 これをもって、一般質問を終わります。 

───────────────── 

  ◎日程第 ２ 議案第３０号から 

   日程第１８ 議案第４６号まで 

○議長（舩見亮悦君） 次に、日程第２ 議

案第３０号から日程第１８ 議案第４６号ま

でを一括議題といたします。 

───────────────── 

  ◎日程第１９ 議案質疑 

○議長（舩見亮悦君） 日程第１９ ただい

ま一括議題といたしました全議案に対し、議

案質疑を行いますが、通告がありませんの

で、議案質疑を終結します。 

───────────────── 

  ◎日程第２０ 特別委員会の設置及

び議案の付託 

○議長（舩見亮悦君） 日程第２０ 特別委

員会の設置及び議案の付託を行います。 

 お諮りします。 

 ただいま一括議題となっております議案の

審査に当たりましては、８名をもって構成す

る予算審査特別委員会、同じく８名をもって

構成する条例等審査特別委員会をそれぞれ設

置し、これに付託の上、慎重に行いたいと思

いますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（舩見亮悦君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、予算審査特別委員会、定数８名、

条例等審査特別委員会、定数８名をそれぞれ

設置し、これに付託することに決しました。 

 それでは、議案の付託を行います。 

 予算審査特別委員会には、議案第３０号か

ら議案第３４号までの５件を、条例等審査特

別委員会には、議案第３５号から議案第４６

号までの１２件をそれぞれ付託します。 

───────────────── 

  ◎日程第２１ 特別委員会委員の選

任 

○議長（舩見亮悦君） 日程第２１ 特別委

員会委員の選任を行います。 

 ただいま設置されました２特別委員会の委

員の選任については、委員会条例第８条第１

項の規定により、お手元に配付しております
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特別委員会委員及び付託議案一覧表のとおり

指名します。 

 なお、特別委員会委員の方々は、本日散会

後、委員長、副委員長をそれぞれ互選して、

議長まで報告願います。 

 また、ただいま設置されました各特別委員

会の組織会は、予算審査特別委員会は大会議

室、条例等審査特別委員会は第２会議室にお

いて、それぞれ願います。 

───────────────── 

○議長（舩見亮悦君） 以上で、本日の日程

は終了しました。 

 なお、明日から１９日までは、特別委員会

審査等のため、本会議は休会となります。 

 次回本会議は、２０日午前１０時から会議

を開きます。 

 本日は、これをもって散会します。 

午前１１時１５分 散会   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


